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１　事業概要

青森港本港地区

●事業主体

地区名等

○ ○

県 ○

　港湾を通じ国内外の様々な人的・経済的交流を推進し、港湾利用の高度化を図ることを目的とする。旅客船バース
については、耐震強化岸壁として整備されたものであり、県地域防災計画の中で、陸上交通が途絶えた場合の、災害
時における海上輸送拠点として位置付けられている。
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・事業内容については、再評価時（平成17年度）と比較して変更はない。
・事業精査により事業費が減となった。
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青森港新中央ふ頭整備事業事 業 名
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100.0
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緑地(補助)

平成11年には緑地(補助)A=16,000㎡のうちA=6,500㎡が、また、平成15年8月には耐震強化岸壁である旅客船バースが
暫定供用を開始している.また、平成16年4月には親水防波堤が供用を開始し、市民の憩いの場となっている。

年次計画に対する進捗

％

22,189

本プロジェクトで整備すべき施設のうち、岸壁（-10m）、防波堤(北)については完了しており、平成15年度及び平成
16年度に供用開始している。また、緑地(補助)についても、計画16,000㎡のうち6,500㎡について暫定供用している。
残り9,500㎡、ふ頭用地、道路、緑地(起債)については平成23年度に整備を完了し、平成24年度から供用を開始する予
定である。
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２　評価指標及び項目別評価

（１）　事業の進捗状況

主要工種
毎割合
（事業費）

（うち用地費）

防波堤(北） （6,644百万円）

道路(新中央)

ふ頭用地



・ ・

　青森港は、青森県が管理者となっている重要港湾であり、また、青森港港湾計画に位置付けられ、妥当
性、適合性を市及びその他、広い範囲で了承されていることから県が整備すべきである。

整理番号

【全国の評価】

Ａ Ｂ

社
会
的
評
価

全国・本県に
おける評価

当地区にお
ける評価

地 元 の
推進体制等

Ｃ

a  ． b 

（２／３）

　当該地は、青森県防災計画の中で、耐震強化岸壁とふ頭用地のセットで背後圏(半径10km)人口28万人の防災拠点と
して位置付けられており、震災時には、緊急物資輸送拠点として、また、現在、緑地、親水防波堤である北防波堤な
どが市民の憩いの場として利用されており、ふ頭用地等の造成の進捗により交流拠点用地として、役割が更に期待さ
れている。

a  ． b 

a  ． b 

　青森港の外航船及び内航船の利用促進を図り地域振興に寄与することを目的に設置された、県、青森
市、商工会議所など関係12団体で構成する青森港国際化推進協議会を中心に国内外のクルーズ船の当該ふ
頭への寄航についてポートセールス活動が行われている。また、関係団体からも整備促進についての要望
が多い。
　なお、現在まで、港湾関係者等との調整が順調に推移しており、地元住民による反対運動等が無い。

Ｈ22－16

　本州北の玄関口である青森港は、本州と北海道の物流を
支えるフェリー基幹航路の発着港であり、地域産業を支え
る国際物流拠点であるとともに、厳しい自然条件下におか
れながらも安らぎと潤いを与える港として多くの人々に親
しまれている。

（２）　社会経済情勢の変化

　青森市は、人口30万人を擁する県内の主要都市であり、
産業、経済、文化の中心として発展してきた。港や駅のほ
か、空港も整備されており、今後は新幹線開通により広域
交通アクセスの更なる拡充が図られることにより、これか
らも物資流通及び産業経済の拠点としての役割は一層高ま
るものと期待されている。

【県内の評価】

適 時 性

必 要 性

　当該ふ頭は、青森県の防災計画に、直轄施工の岸壁及び県施工のふ頭用地を合わせて、防災拠点として
位置付けられており、震災時には、背後圏(半径10km)人口28万人への救援物資海上輸送拠点として機能す
るものであり、県民の安全・安心を確保するため、更に防災対策を進める必要がある。
　更に、本州の北の玄関口としても、港湾を通じた国内外の様々な人的・経済的交流活動の拠点を形成す
る必要がある。

　耐震化岸壁、ふ頭用地とともに、緑地が整備されることにより、大規模地震時における緊急物資等の海上輸送拠点

・ ・

施設被害回避便益

百万円

百万円

百万円 777 百万円

59,913      

百万円

震災時一般貨物輸送便益
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百万円

百万円

百万円 35,281      
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百万円

2,815
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1,038

百万円

百万円360 百万円
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△ 58百万円
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再評価時との比較 a  ． b

（３）

区  分

費用項目
（Ｃ）

再評価時

Ｂ Ｃ（３）　費用対効果分析の要因変化

建設費

総 便 益

百万円修景機能・就労環境等機能向上便益（緑地）（６）

百万円

17,951

百万円

△ 2,815

【費用対効果分析手法】（分析手法、根拠マニュアル等）

Ｂ ／ Ｃ 1.67

再々評価時

百万円

1.70

便益項目
（Ｂ）

（２）維持管理費

（２）

（３）

（４）景観形成モデル整備便益

交流・レク機会増加便益（緑地）

45,359      

・港湾投資の評価に関する解説書2004（平成16年10月　港湾事業評価手法に関する研究委員会編）
・仮想的市場評価法（CVM）適用の指針（平成21年7月　国土交通省）

　前回再評価の平成17年度と比較し、一般貨物輸送、施設被害回避、交流・レク機会増加便益が上昇して
いる。また、生活・就労環境等機能便益は、対象エリアを近隣のみとしたため低下している。

a  ． b 

増　　減

費用対効果分析
（Ｂ／Ｃ）

【再評価時との比較における要因変化】

（５）

（１）

百万円

0

百万円0

震災時緊急支援物資輸送便益

総 費 用

（１）

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

Ａ

主  な  項  目

百万円26,879

27,239      

452 92

百万円 7,950

効 率 性

　耐震化岸壁、ふ頭用地とともに、緑地が整備されることにより、大規模地震時における緊急物資等の海上輸送拠点
となることに加えて、緑地が被災者の避難地としての活用が図られることにより、地域住民の被害、不安を軽減する
ことができる。



・ ・

・ ・

（１）対応状況 ●配慮している ○配慮していない
（２）区　分

○ 農林地等の緑地や植生の改変 ○ 地形や地盤の改変 ○ 水系や水辺の変更
● 海域環境の変更 ○ 敷地整備段階での重機の使用 ● 土砂等の搬出・搬入
○ 廃棄物処理等 ○ ○ 基礎や地下建造物の建設
○ 低層建築物の建設 ○ 高層建築物・大規模施設等の建設○

（４）　コスト縮減・代替案の検討状況 Ａ

a  ． b 

（３／３）

整理番号

Ｃ

Ｈ22－16

Ｃ（５）　評価に当たり特に考慮すべき点 Ａ

高架構造物の建設環境影響

a  ． b 

【開発事業等における環境配慮指針への対応】

Ｂ

代 替 案

【代替案の検討状況】

【コスト縮減の検討状況】

コスト縮減

　護岸の構造・断面採用に当たっては、ケーソン式、自立鋼管矢板式、二重鋼管矢板式、セルラーブロッ
ク積式などの構造形式を経済比較し、最も経済的なセルラーブロック構造を採用した。

b

　背後地及び周辺住民へのアンケート調査によ
る。

道路(車歩道),雨水排水路の設置

Ｂ

　緑地や防波堤の施設整備により、新中央ふ頭への
訪問回数が増加すると回答を得ている。

a  ． b 
住民ニーズの
把握状況

【住民ニーズの把握方法】 【住民ニーズ・意見】

　ふ頭用地造成の埋立材料として仙台防衛施設局による大湊芦崎湾浚渫工事による浚渫土砂を利用するこ
とにより、工事費の縮減を図っている。
　また、緑地の整備計画を見直し費用の軽減を図っている。

○ 低層建築物の建設 ○ 高層建築物・大規模施設等の建設○
○

（３）対応内容

○

対応方針（案）を修正すべき

○○継続 計画変更

継続

対応方針（案）どおり

休止（林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る）●

●

４　公共事業再評価等審議委員会意見

○委員会意見

評価理由

委員会評価

総合評価

高架構造物の建設

　当該ふ頭内に緑地整備を行い、施設周辺の緑化等に配慮している。また、工事においては、埋立工事に
よる水質汚濁の防止のため、汚濁防止膜を設置するとともに、水質監視を行い、土砂の流出防止、水質へ
の影響防止に努めている。

○ 中止 休止（林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る）

環境影響
への配慮

附帯意見

３　対応方針（事業実施主体案）

地域の立地特性

備    考

　災害に強いまちづくりの実現のためにも必要な事業であり、また、県民の新たな憩いの場及び国内外の様々な人
的・経済的交流活動拠点の創出に寄与する部分が大きいこと、さらに、事業が97.8%まで進捗し、平成23年度の完成を
予定していることから、事業を継続し着実に完成を迎えたい。評価理由

計画変更 ○ 中止○

●

　青森市は、豪雪地帯対策特別措置法に基づく特別豪雪地帯に指定されている。

a  ． b 
海底・海中建造物の設置や建設

評価理由


